
TEL：0566-48-5050（代） 

FAX：0566-46-3774 

受付時間： 

   平日 8：30～17：00 

在宅療養後方支援病院のご案内 
 

在宅療養後方支援病院とは             

 

在宅療養されている患者さんやご家族が安心して自宅で過ごせるように、 

在宅医療担当医と碧南市民病院が連携して入院受け入れを行う制度です。 

 

受け入れ制度                   

 

在宅療養されている患者さんで（※対象患者さんは 参照）事前に在宅医療担当医より 

登録いただいている患者さんに対し、在宅医療担当医が緊急時に入院が必要と判断した

とき、碧南市民病院が 24時間入院受け入れを行います。 

 やむをえず当院で入院治療が行えない場合は、当院が適切な医療機関をご紹介します。 
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対象患者さんは                   

 

 在宅療養後方支援病院に入院登録の場合、以下の患者さんが対象です。 

 ① 在宅医療担当様で、以下の在宅管理料を算定されている。 

・ Ｃ002 在宅時医学総合管理料  Ｃ002－2 施設入居時等医学総合管理料 

・ Ｃ003 在宅がん医療総合診療料 

・ 在宅療養指導管理料（在宅自己注射指導管理料は除く） 

② 他の医療機関で届出（登録）を行っていない。 

（１人の患者さんが複数の医療機関に当該の届出を行うことは出来ません。） 

 

登録方法（在宅医療担当医様へ）           

  

① 登録される患者さんに、制度について説明いただき、「入院希望届出書（様式１）」の

「（Ａ）在宅医療を担当している医療機関」欄に在宅療養担当医様名を、 

「（Ｂ）入院希望する患者」欄へ、患者（ご家族）さんのご記入ください。 

 

 ② 「患者情報連絡票（様式２）」に患者さんに関する情報をご記入ください。 

 

 ③ 「入院希望届出書」と「患者情報連絡票」を地域連携室まで持参またはご郵送くださ

い。登録後、「入院希望届出書」の写しを２部と「～患者さん・ご家族の方へ～」を

お送りします。「入院希望届出書」１部は保管していただき、もう１部と「～患者さ

ん・ご家族の方へ～」は患者さんへお渡しください。 

 

 ④ 登録後３か月ごと（4月・7月・10月・1月）に 

   診療情報交換用紙により、情報交換を行います。 

   提出期限近くなりましたら、地域連携室よりご案内いたします。 

 

注意事項                      

 

 ① 入院受け入れは在宅医療担当医が必要と判断された場合に行われます。 

患者・ご家族からの直接の申し出により受け入れるものではありませんので 

ご了承ください。 

② 碧南市民病院は入院時に在宅療養患者緊急入院診療加算を算定します。 

 

 ご不明な点は、地域連携室までお気軽にお問い合わせください 


